
（１）時間外労働縮減のため、毎週水曜日を定時退社日として

徹底し、また、年次有給休暇は計画的年休付与日を４日

から５日へ増やし、年休取得推進月間を６、１０、３月

と年３回定め、取得を促進した。

（２）看護休暇を利用しやすい制度へ変更し、時間単位での取

得を可能とする規定を整備した。
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